
 

 
一般廃棄物処理手数料等の見直しについて 
（茨木市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部改正について） 
 

 

 

１．現 状 
 (1) 一般廃棄物処理手数料については、茨木市「使用料・手数料算定基準」の考え方や

処理原価に基づく改定がしばらく行われておらず、当該基準や処理原価との乖離が

大きくなっており、公平性の確保並びに受益者負担の考え方に基づく改定を実施す

ることにより適正な手数料額とする必要がある。 

 

 (2) 令和５年度から、摂津市とのごみ処理の広域化を開始予定であり、摂津市民・事業

者からの廃棄物が搬入されることとなるため、北摂近隣市との手数料単価の均衡を

図ることで、他市からの不適正搬入を防止する必要がある。 

  （他市に比べて安価に設定していると、高価設定の市から不適正搬入が行われる） 

 

 (3) 参考資料 

① 廃棄物処理手数料変遷（昭和44年以降）・・・参考１ 

 

 

２．考え方 
 (1) 単価改定（条例別表改定） 

   ① 動物の死体処理手数料 

特定個人向け施策であり、民間で同種のサービスが提供されており、処理原価

に対する市民負担割合100％で改定 

 

    ② し尿処理手数料 

     負担すべき対象者が減少傾向にあり、処理原価に基づく単価設定では、一人あ

たりの負担額が過度に高額となることから、処理原価による手数料ではなく、

下水道使用料を目安とした手数料設定に改定 

 

    ③ ごみ処理手数料 

     行政にその処理責任が法規定されており、民間では同様のサービスが提供され      

にくく、人によって必要性が異なることから、処理原価を基に、市民負担割合

50％で改定（本市「使用料・手数料算定基準」に基づく） 

     ※日常の定期収集分のごみについては、分別の徹底や新たな分別区分の研究な

ど、有料化以外の施策による減量化の余地があることから、今回は有料化を見

送ることとする。 

 



 

 (2) 規定削除（条文一部削除、別表一部削除） 

    ① 事業活動に伴う一般廃棄物で市長が収集運搬・処分するもの の処理手数料 

    ② いわゆる「あわせ産廃」（産業廃棄物）の処理手数料 

 

 (3) 参考資料 

① 令和5年4月に向けた茨木市廃棄物処理手数料 改定案 対比表・・・参考２ 

② 北摂７市廃棄物処理手数料比較・・・参考３ 

 

 

３．手数料改定に伴う影響額 
・手数料歳入見込み（令和２年度実績ベース） 

 ①動物の死体 

 約３１３万円 → 約６３０万円  ３１７万円アップ 

 ②し尿・浄化槽汚泥 

  約６２４万円 → 約１,５２３万円  ８９９万円アップ 

 ③ごみ 

  約２億６,１６９万円 → 約３億９,８７５万円  １億３,７０６万円アップ  

 

 

４．スケジュール 
・令和４年４月～ 茨木市廃棄物減量等推進審議会 →→ ※諮問・答申  

・令和４年９月～ 条例改正議案上程 →→ ※議決後 市民・事業者へ周知 

 条例施行規則改正 

         ※ごみの広域処理に伴う摂津市との調整も必要 

・令和５年４月～ 改定手数料施行 

 



昭和44年以前 昭和44.4～ 昭和47.4～ 昭和52.5～ 昭和57.4～ 昭和59.10～ 平成13.4～ 平成15.4～ 平成19.10～ 平成21.4～ 平成21.10～ 現在

収 運 1,000円

処 1,000円

処
5,000円
（収骨を行う場合）

１～２人 収 運 処 月額 70円 月額 150円 月額 210円

３～４人 収 運 処 月額 100円 月額 200円 月額 280円

５人以上 収 運 処
１人増すごとに
　月額20円加算

１人増すごとに
　月額50円加算

１人増すごとに
　月額70円加算

収 運 処
90㍑までごとに
月額70円

90㍑までごとに
月額150円

90㍑までごとに
月額210円

収 運 処 90㍑までごとに70円 90㍑までごとに150円 90㍑までごとに210円

処 180㍑までごとに50円 180㍑までごとに100円 180㍑までごとに140円 20kgまでごとに16円 10kgにつき8円 10kgにつき20円

処 20kgまでごとに45円 10kgにつき23円

収 運 処

１ヶ月排出量
90kg以下無料
90kg超について
　30kgごとに25円

１ヶ月排出量
90kg以下無料
90kg超について
　50kgまでごとに150円

１ヶ月排出量
90kg以下無料
90kg超について
　50kgまでごとに450円

１ヶ月排出量
90kg以下無料
90kg超について
　50kgまでごとに900円

10kgにつき180円

収 運 処 50kgまでごとに50円 50kgまでごとに150円 50kgまでごとに300円 10kgにつき60円

収 運 処 １世帯 月額50円 無料化

処
500kgにつき500円
(500kg未満切上)

20kgまでごとに60円 20kgまでごとに120円 10kgにつき60円

処
500kgにつき2,500円
(500kg未満切上)

20kgまでごとに200円 20kgまでごとに580円 10kgにつき290円

収 運 3,500円

収 運 3,500円

収 運 3,500円

収 運 5,000円

収 運 3,500円

特
定
家
庭
用

エアコン

テレビ

冷蔵庫(250㍑未満）

冷蔵庫(250㍑以上）

洗濯機

ごみ持込
(許可業者･排出者)

産業廃棄物持込

廃棄物等種別 市役割

ご
み

事業系一廃

し
尿
・
浄
化
槽
汚
泥

人
頭
割

従量割

臨時排出者

し尿･浄化槽汚泥持込
（許可業者）

浄化槽脱水汚泥持込

動
物
死
体

死体１体

(所有者不明動物につい
ては、収集･運搬･処分
は無料)

廃棄物処理手数料　変遷（昭和44年以降）

参考１

市収集はH24.3を以って終了。以後、許可業者によ
る収集・運搬、センターへの持込（市処分）実
施。市収集実施時には、許可業者が排出者から徴
収する委託料の上限値となっていた。
H24.4以降は、無意味な規定となっていた。
　

なお、従前から実施の許可業者が払うべき処分料
（搬入手数料）についての減免措置(48％減免)に
ついては、平成20年度より暫時低減し、平成29年
度末を以って終了。（欄外参照）

家庭系臨時一廃

家庭系通常ごみ

月額 30kg２箱 25円
オート三輪１台 700円

1回につき
1樽(27㍑)につき20円
180㍑につき140円

100円 300円 1,000円

平成30年度～ 減免廃止

【許可業者への搬入(処分)手数料
　　の減免措置】

平成24～平成25年度 24%減免

平成26～平成27年度 16%減免

平成28～平成29年度 8%減免

～平成19年度 48%減免

平成20～平成22年度 40%減免

平成23年度 32%減免

【排出者・許可業者・市の関係(浄化槽汚泥も同様)】

茨木市

茨木市環境
衛 生 セ ン
ター

事業活動に
伴ってごみ
を排出され
る事業所や
商店

排出事業者 許可業者

茨木市が市
内で一般廃
棄物の収集
運搬業務に
ついて許可
をした業者

ごみの収集 ごみの持込

ごみ処理

委託契約

ごみ処理料金支払

(収集･運搬･処分)
ごみ処分(搬入)
料金支払(処分)

ご
み
の

処
理

ごみの収集

ごみの運搬

ごみの処分

＋

＋



手数料 改定 手数料 改定率

　１,000円 　3,000円 ＋50%
(旧2,000円比)

　1,000円 　2,500円 ＋150%
(旧1,000円比)

　5,000円
平

２１
　10,000円 ＋100%

1人又は
2人 　月額　210円

1人又は
2人 　月額　550円 ＋161.9%

3人又は
4人

　月額　280円
3人又は
4人

　月額　570円 ＋103.6%

5人以上1
人増すごと
に

　月額　70円
　を加算

5人以上1人
増すごとに

　月額　10円
　を加算

▲85.7％

従量制
90リット
ルにつき 　210円 従量制

90リットル
につき 　550円 ＋161.9%

臨時
90リット
ルにつき 　210円 臨時

90リットル
につき 　550円 ＋161.9%

し尿及び浄
化槽汚泥

10キログ
ラムにつき

　20円
平

２１

浄化槽汚泥
及びし尿混
じりのビル
ピット汚泥

10キログラ
ムにつき

　４０円 ＋1０0% ✖

　180円

　60円 　240円 ＋300% ✖

　60円 　90円 ＋50% ◎

1枚につき 　800円 ＋166.7% ✖

1枚につき 　500円
＋316.7%

(1枚20㎏で
120円/枚と

比較)

◎

　5,000円 　5,000円 ±０％

第
29
条

　290円
平

１９

第
29
条

　一般廃棄物のうち市長が家庭から臨時に収集運搬・処分するもの及び処理施設へ搬入され市長が処分するもの、
　並びにし尿の従量制及び臨時について、1単位未満の端数があるときは、これを1単位に切り上げる。

ごみについても、10㎏ごとの料金設定となってお
り、端数処理規定が必要なため。

±０％

産業廃棄物
（木くず・紙くず・繊維くず）

10キログラムにつき
規 定 削 除

（条例第29条及び第24条）

●廃棄物処理法第11条第２項に基づき、一廃と併せて処理することが可能な産廃について、市町村が処理することが必要であると認められ、受け入れ基準に適合
　する場合、市町村で受入・処理することが出来ることから、条例等に受入基準を定め、受入・処理してきた。（法「できる規定」→昭和47年4月～）
●昭和40年代前後から、市内への事業所立地が相次ぎ、産廃排出も多くなったが、当時は産廃規制が緩く、一方で不適正処理（保管・積載）も多かったため、
　産廃処理に係る市内事業者への負担軽減並びに市内の環境保全を目的として、センターで受け入れ可能な産廃を受け入れてきたのではないか？
   →→その後の廃棄物処理法改正による産廃規制の適正化・強化及び産廃処分場の整備も進み、近年は、搬入台数・量ともに僅少となっており、受入を継続する
　必要性は少ないと考えられる。（北摂でも本市と摂津市のみ規定：実績は僅少）
　また、民間の産廃処理業者へ処理委託する方が市へ搬入するよりも安価となるケースも出ており、民間へ移行するインセンティブは働くと考えられる。

特定家庭用
機器で市長
が収集し、
運搬するも
の

別表　欄外備考

電気冷蔵庫・電気冷凍庫
251リットル以上

電気洗濯機及び衣類乾燥機

電気冷蔵庫・電気冷凍庫
251リットル未満

テレビジョン受像機（ブラウ
ン管式・液晶式・プラズマ
式）

ユニット型エアコンディショ
ナー ●特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）において、小売業者による引取義務

   が規定されており、小売業者による引取システムの運用を妨げないレベルの収集運搬
　手数料設定が必要。（市民にはできる限り小売業者回収システムを利用してもらう）
　※市長が一般家庭から収集し、指定引取り場所へ運搬する費用
　 ※広域化後も摂津市分は受入無し
●大手家電量販店における引き取り料金をHPから調査（令和元年5月）
　市の現行収集運搬手数料は、概ね各小売業者が設定している料金を上回っており、
　近隣各市との乖離も少なく設定されている。　現行料金設定据え置き。→改定無し

し尿の従量制及び臨時について、1単位未満の端数があるときは、これ
を1単位に切り上げる。 別表欄外備考

✖

環境衛生センターへ搬入され、
市長が処分するもの

10キログラムにつき
環境衛生センターへ搬入され、
市長が処分するもの

10キログラムにつき

ユニット型エアコンディ
ショナー

電気洗濯機及び衣類乾燥機

電気冷蔵庫・電気冷凍庫
251リットル以上

特定家庭用機器で
市長が収集し、運
搬するもの

テレビジョン受像機（ブラ
ウン管式・液晶式・プラズ
マ式）

電気冷蔵庫・電気冷凍庫
251リットル未満

スプリング入り
ベッドマットレス

市長が収集し、運搬し、及
び処分するもの

●これまで準用していた「事業活動に伴う一般廃棄物で市長が収集運搬・処分するもの」に関す
　る規定（180円/10㎏）が削除されることで、単独での規定が必要
●マットレス解体前：20㎏/枚（10～30㎏平均）　収集運搬手数料：150円/10㎏
　（市民負担率50％）　　→→　150×２　収集運搬手数料：300円/枚
●マットレス解体後布部分：8㎏→→ごみ処分費：90円/10㎏→→布処分費72円/枚
●解体作業費：619円（市民負担率50％）　金属売却益（平均12㎏/枚）：180円
　　→→　72＋619－180＝511≒処分料：500/枚
　　→→　300円＋500円＝収集運搬処分手数料：800円/枚

1台につき
　3,500円

動
物
の
死
体
及
び
し
尿
以
外
の
一
般
廃
棄
物

事業活動に伴う一般廃棄物で、
市長が収集し、運搬し、及び処
分するもの

10キログラムにつき

動
物
の
死
体
及
び
し
尿
以
外
の
一
般
廃
棄
物

市長が家庭から臨時に収集し、
運搬し、及び処分するもの

10キログラムにつき

　3,500円
平

１３
1台につき

（スプリング入りマットレス）
  環境省の指定処理困難物ではあるが、特別処理実
  施により「市長が収集運搬・処分するもの」とし
  て、排出者責任の観点から、事業系一般廃棄物収
  集運搬・処分の費用を準用し、家庭系廃棄物では
  あるが収集・運搬・処分費用を徴収。枚数ごとの
  規定により収集が効率化できる。

１枚につき 　300円

以前に、市が事業系ごみ収集運搬・処分を実施していた時は、排出事業者への公平性確保の観点から、許可業者が排出事業者から徴収すべき手数料
の上限設定の役割があった（廃棄物処理法第7条第12項）が、平成24年４月末以降市が事業系ごみ収集運搬を止めたのちは、条例規定は適切でない
にも拘らず、同役割として規定し続けていた。（廃棄物処理法第7条第12項の解釈）→→規定削除（別表記載及び条例第16条第2項）

市長が家庭から臨時に収集し、
運搬し、及び処分するもの

10キログラムにつき
●市長が収集運搬し、処分するもの　の5年平均原価（H2７～Ｒ１）
　　収集運搬費用：30７.９2円/10㎏　　処分費用：190.38円/10㎏
　→→市民負担率50％（一般廃棄物の統括的処理責任は市にあるため）
　収集運搬費用：150円/10㎏　　処分費用：90円/10㎏
　⑴市長が収集運搬し処分する：240円/10㎏（150円＋90円）
　⑵施設へ搬入され市長が処分する：90円/10㎏ →→ 一般持込・許可業者搬入手数料

規 定 削 除

✖

環境衛生センターへ搬入され、
市長が処分するもの

環境衛生センターへ搬入され、
市長が処分するもの

●処分費用のみを規定→→浄化槽汚泥等については処分費用のみを規定することから、
　生し尿手数料と同基準での規定は適正でないと考えられることから
　→→し尿等の処分経費のみから算定。生し尿等処分経費（H2７～Ｒ１）：9.３円/㎏
　→→40円/10㎏　とする。（市民負担率５０％） (※広域化後も摂津市分は受入無し)
●し尿の持ち込みは現在実施していないため規定から削除
　し尿混じりのビルピット汚泥は現在搬入を認めており、規定洩れであったことから
　追加規定（し尿が混じっていないビルピット汚泥は産業廃棄物であり搬入不可）

市長が
収集し、運搬し、及び処分する
もの

世帯人数

●処理原価方式に基づく場合、現在のし尿処理を取り巻く状況（収集対象世帯の減少及び
　し尿収集・処理設備の維持による単位処理原価の上昇傾向）から、市民負担が年々過大
　なものとなることが考えられ、収集対象世帯の理解を得ることは困難となる。
　（※H2７-Ｒ１平均　収集運搬：４０５.１９円/10㎏、処分：9３.0１円/10㎏）
●様々な単価設定方策を検討し、下水道使用料を目安に単価設定することが適当と判断
●生し尿処理は、スクリーン処理後希釈(約14倍)し、下水道へ投入しているが、希釈後
　の量から下水道使用料を算定すると、現在の3.3倍～4.3倍の激増単価設定となる。
　市民負担の軽減のため、希釈せずに直接投入した量に基づく単価設定とする。
●生し尿　193㎏/人･月(H27～R1実績年間平均 1,931t ÷ 836人 ＝ 2.310t/人）
　　→→1～2人世帯：550円/月　　3～4人世帯：570円/月
　　　　5人以上は1人増えるごとにし尿処理手数料に10円加算
●従量制（大口）、臨時汲み取り（仮設トイレ）については、90ℓごとの徴収となるこ
　とから　90ℓ＝0.09㎥　下水道使用料換算で1,100円/2カ月（世帯割同様希釈なし）
　→→90ℓごとに550円 （市民負担率50%）とする (※広域化後も摂津市分は受入無し)

し
尿

市長が
収集し、運搬し、及び処分する
もの

世帯人数

昭
５７

し
尿

動
物
の
死
体

収集運搬・処分
（収骨なし）　1体につき

●現行動物死体処分経費（H27～R1平均）：9,926,899円
　収骨有り(1体ごと処分)：451件、収骨無し･所有者不明(複数体処理)：1,473件
　延べ焼却炉運転回数：779回 →→ 複数体同時処分時の平均処分数：4.49体
　　処分1回当たり経費：9,926,899円/779回＝12,743.13円/回
●収骨有り(1体処分)：12,743.13円≒10,000円
　収骨無し(複数体処分)：(12,743.13円/回)/(4.49体/回)＝2,838.11円≒2,500円
　収集運搬(複数体処分)：2,800円＋300円＝3,100円≒3,000円　数を丸めて規定する
（動物1体平均10㎏と推定し、収集運搬料300円/10㎏を加算）
（特定個人向け施策として、市民負担率100％ ）
※｢収集運搬」料規定を削除し、｢収集運搬｣が伴うものを｢収集運搬・処分｣料と一括規定
※茨木市域で飼養されていた犬・猫等に限定（広域化後も摂津市分は受入無し）

✖
処分　　　　1体につき
（収骨なし）

処分
（収骨なし）　1体につき

処分　　　　1体につき
（収骨あり）

処分
（収骨あり）　1体につき

犬・猫等

令和5年4月に向けた 茨木市廃棄物処理手数料 改定案とその考え方

参考２

環境衛生センターへ搬入さ
れ、市長が処分するもの

平
１９

現　　　行 改　　定　　案　　・　　考　　え　　方 広域化
対象

条例別表　廃棄物　種類 手数料 計算単位 条例別表　廃棄物　種類 手数料 計算単位 改定額　算出根拠　概略

動
物
の
死
体

犬・猫等

収集・運搬　1体につき

平
１５



参考３

現 茨木市 新 茨木市 豊中市 吹田市 高槻市 箕面市 摂津市
410,233 376,944 350,891 138,792 86,103

99.9% 99.9% 99.6% 99.9% 99.1%

2,000円 3,000円 1,200円 2,000円
通常炉：1,040円
ﾍﾟｯﾄ炉：2,610円

2,100円 1,500円

1,000円 2,500円 1,200円 2,000円
通常炉：　520円
ﾍﾟｯﾄ炉：2,090円

1,050円
若しくは
630円/㎏

1,500円

5,000円 10,000円 ﾍﾟｯﾄ炉：10,470円

1人又は2人 月額　210円 月額　550円
ﾎｰｽ60ⅿ延
長時

月額 533円
(1,600円/3月）

普通　300円
簡易　600円

3人又は4人 月額　280円 月額　570円
月額200円
加算

月額 633円
(1,910円/3月）

普通　500円
簡易　1,000円

5人以上は1人増
すごとに

月額　70円を加算 月額　10円を加算
4人を超える場合、1人増す
ごとに月額　150円を加算

4人を超える
場合、
1人増すごと
に月額　100
円を加算

4人を超える
場合、
1人増すごと
に月額　50円
を加算

5～6人
月額 743円
(2,230円/3月）

7人以上
月額 846円
(2,540円/3月）

5～6人
普通　700円
簡易　1,400円
7～8人
普通　900円
簡易　1,800円
9人以上
普通　1,150円
簡易　2,300円

従量制 10リットルにつき
23.3円
（210円/90ℓ）

61.1円
（550円/90ℓ）

40円（240円
/60ℓ）

100円/60ℓご
と　加算

45円
136.18円
（13,618円/1,000ℓ）

臨時 10リットルにつき
23.3円
（210円/90ℓ）

61.1円
（550円/90ℓ）

80円
（400円/50ℓ）

45円
272.35円
（27,235円/1000ℓ）

処理施設へ搬入され、
処分するもの

し尿及び浄
化槽汚泥

10リットルにつき 20円
浄化槽・ビルピット汚泥
40円

15円
(1,500円/1000ℓ）

30円
(150円/50ℓ）

2円
73.33円
(7,333円/1000ℓ）

9.6円
（96円/100ℓ）

事業活動に伴う一般廃棄物
で、収集運搬・処分するもの

180円
市が事業系収集止めたこと
から規定削除

170円 194円

60円 90円
105円
（施設使用料として）

105円 80円 57.14円（税抜き） 60円

60円 90円
105円
（施設使用料として）

市民 70円 市民 40円 57.14円（税抜き） 60円

家庭から臨時に収集運搬・処
分するもの

60円 240円
170円
粗大は1点450円～2,700円
（通常の1.5倍）

軽トラ 2,500円
2t車   5,000円
3.5t車 7,500円

2,720円/㎥
1㎥あたり2,520円
指定袋･ｼｰﾙ不要

180円

エアコン

ブラウン管式テレビ、液晶式
及びプラズマ式テレビ

電気冷蔵庫・電気冷凍庫
250リットル未満

電気洗濯機及び衣類乾燥機

電気冷蔵庫・電気冷凍庫
250リットル以上

5,000円 5,000円 5,000円 5,000円 5,230円
収集　5,240円
持込　3,150円

5,000円

スプリングマットレス 臨時：300円 臨時：800円、持込：500円
申込粗大：
1,200円シール

定期大型：無料 定期不燃：無料
持込：62.854円/10㎏
臨時：2,520円/㎥

セミまで：定期不燃無料
セミ以上：臨時180円/10㎏

290円
産業廃棄物受入停止のた
め規定削除

200円

その他 ごみの有料化（通常収集） 粗大ごみ有料化 無料 無料
指定袋制

粗大ごみ有料化
無料

池田市

廃棄物　　種類
人口（R3.3現在） 283,078 103,621

下水道普及率（R3.3現在） 99.4% 99.9%

北摂７市　廃棄物処理手数料比較（同単位に換算）
令和3年4月15日

動物の
死体

犬・猫等

収集・処分　収骨なし
1体につき

2,000円

持込・処分　収骨なし
1体につき

1,000円

持込・処分　収骨あり
1体につき

し尿

収集運搬・処分するもの

世帯人数

月額　660円 月額　500円

20円
(200円/100ℓ）

693円/人

100ℓまで5,620円

100ℓを超える分　112円
(1,120円/100ℓ）

60円
（300円/50ℓ）

1便槽5,000円

500ℓ以下  無料
500ℓ超  400円/50ℓ

3,500円

動物の
死体及
びし尿
以外の
一般廃
棄物

10キログラムにつき

処理施設へ搬入され、処分
するもの

10キログラムにつき
（許可業者分）

60円

10キログラムにつき
（一般分）

60円

10キログラムにつき
120円
（3,000円/1㎥）
指定袋･ｼｰﾙ不要

5,000円

収集運搬1台につき

3,500円 3,500円 3,500円

1枚につき
定期粗大：
300円処理券

産業廃棄物 10キログラムにつき

無料
指定袋制

粗大ごみ有料化

3,500円 3,660円
収集　3,670円
持込　2,100円

3,500円


